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ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人

円こ

贋
輔
の
中
の
ソ
タ
ド
人
】

荒
川
正
晴

東
方
に
進
出
し
た
ソ
グ
ド
人
は
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
も
五
世
紀
に
は

移
住
緊
落
を
形
成
し
、
当
地
に
建
国
し
て
い
た
高
昌
国
の
王
権
と
密

接
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
。
彼
ら
は
王
の
「
手
足
」
と
な
っ
て
政

治
・
経
済
面
で
貢
献
し
た
が
、
こ
の
状
況
は
同
じ
頃
遊
牧
国
家
を
構

成
し
た
遊
牧
諸
集
団
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
展
開
し
た
唐

の
中
央
ア
ジ
ア
支
配
は
、
こ
の
状
況
を
大
き
く
変
え
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

ソ
グ
ド
人
が
、
彼
ら
の
ホ

l
ム
グ
ラ
ン
ド
で
あ
る
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
か

ら
本
格
的
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
地
域
へ
進
出
し
た
の
は
、
紀
元
後
一
世

紀
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
移
動
先
に
植
民
家
落
な
い
し
は
居
住
区

を
作
り
、
そ
こ
を
拠
点
に
し
て
交
易
を
は
じ
め
と
す
る
諸
活
動
を
展
開

し
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
活
動
の
姿
が
う
か
が
え
る
の

あ
ら
か
わ
・
ま
さ
は
る
|
|
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
。
専
門
は

中
央
ア
ジ
ア
古
代
史
。
主
な
著
書
・
論
文
に
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
交
通
・
交
易

と
唐
帝
国
』
(
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二

O

一O
年
)
、
「
英
国
図
書
館
蔵
和

田
出
土
木
簡
的
再
研
究
一
以
木
簡
内
容
及
其
性
質
為
中
心
」
(
『
西
域
文
史
』

第
六
輯
、
二

O
二
年
)
、

.
4
g
H百
五
E
E
B
。
コ
官
房
色
昌
吉
宮
Z
白血
F
I

Z
E
E。同宮
H
E
Z
E
a呂田
a
q
E官
H
E
苦
E
J毎
需
主
夫
号

棟
官
民

bE-q持
E
尋
"
t
F
F
M凶
E
ド
N
O
S
・
な
ど
が
あ
る
。

は
、
よ
う
や
く
四
世
紀
初
頭
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
敦
煙

オ
ア
シ
ス
西
郊
に
あ
っ
た
燦
火
台
跡
よ
り
、
紙
に
書
か
れ
た
ソ
グ
ド
語

の
手
紙
が
発
見
さ
れ
、
そ
こ
に
彼
ら
の
活
動
状
況
の
一
端
が
書
き
記
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ソ
グ
ド
人
た
ち
は
姑
蔵

(
甘
粛
省
武
威
市
)
オ
ア
シ
ス
な
ど
に
集
住
し
な
が
ら
、
河
西
地
域
と
そ

トウノν77ンにおけるソグド人

の
近
辺
の
み
な
ら
ず
、
中
国
内
地
に
ま
で
人
を
送
り
込
ん
で
交
易
を
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
河
西
よ
り
も
西
に
位
置
す
る

タ
リ
ム
盆
地
周
縁
に
点
在
す
る
オ
ア
シ
ス
に
も
、
ソ
グ
ド
人
ら
は
移
住

し
て
い
た
。
そ
う
し
た
オ
ア
シ
ス
の
な
か
で
も
、
天
山
の
東
端
に
位
置

す
る
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
は
、
交
易
・
交
通
ル

l
ト
上
の
重
要
拠
点
と
し
て
、

長
期
に
わ
た
り
天
山
北
方
の
遊
牧
国
家
と
中
華
王
朝
と
の
係
争
の
地
と

な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
遊
牧
国
家
に
す
れ
ば
、
天
山
北
方
か
ら
タ
リ
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ム
盆
地
北
縁
を
東
西
に
結
ぶ
ル

l
ト
(
西
域
北
道
)
を
抑
え
る
に
あ
た

り
、
ま
た
さ
ら
に
タ
リ
ム
盆
地
南
縁
や
河
西
方
面
に
南
進
す
る
に
あ
た

り
、
そ
の
重
要
な
足
場
と
し
て
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
掌
握
し
て
お
く
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
華
王
朝
に
し
て
み
れ

ば
、
こ
れ
を
絶
対
に
阻
止
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

本
論
で
は
、
こ
う
し
た
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
移
住
し
て
き
た
ソ
グ
ド
人

ら
が
、
歴
史
的
な
推
移
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て
い
た

の
か
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。
な
お
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
は
、
そ
の
北

方
に
広
が
る
天
山
北
麓
の
地
域
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
な
が
ら
歴
史
を

そ
こ
に
も
ソ
グ
ド
人
ら
は
移
住
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ

育
ん
で
お
り
、

で
も
必
要
に
応
じ
て
そ
う
し
た
ソ
グ
ド
人
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と

に
し
た
い
。一、

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
歴
史
と
地
理

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
は
、
天
山
東
端
の
南
麓
、
東
西
二
一

0
キ
ロ
メ

l
卜

ル
・
南
北
六

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
広
さ
を
も
っ
す
り
鉢
状
の
盆
地

に
点
在
す
る
オ
ア
シ
ス
群
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
生
命
活
動
は
北
側

に
そ
び
え
立
つ
ボ
グ
ド
連
山
の
雪
解
け
氷
に
全
面
的
に
依
存
し
て
い
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
交
通
・
交
易

ル
ー
ト
上
の
重
要
拠
点
で
あ
り
、
紀
元
以
前
に
お
い
て
既
に
遊
牧
国
家

(
旬
奴
)
と
中
華
王
朝
(
前
漢
)
と
の
係
争
の
地
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う

し
た
大
国
の
聞
に
挟
ま
れ
て
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
は
、
そ
の
西
半
地
域
に
つ

い
て
は
漢
代
以
来
、
遊
牧
民
出
身
の
車
師
族
の
国
家
が
支
配
す
る
一
方
、
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東
半
地
域
は
五
世
紀
半
ば
ま
で
中
原
お
よ
び
河
西
方
面
よ
り
「
漢
人
」

が
入
植
す
る
場
と
な
っ
て
き
た
。
と
く
に
四
世
紀
以
降
は
河
西
の
涼
州

唐朝の中のソグド人

(
姑
賊
)
を
王
都
と
し
た
五
涼
政
権
の
一
郡
(
高
昌
郡
)
が
設
置
さ
れ
る

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
は
完
全
に
分
裂
状
態
に
あ
っ
た
。

そ
れ
を
統
一
し
て
独
立
王
国
を
創
建
し
た
の
が
、
北
現
に
滅
ぼ
さ
れ
た

そ
き
よ
る
ん
し
ゅ
う

北
涼
の
亡
命
王
族
、
且
渠
安
周
で
あ
っ
た
。
高
昌
国
の
誕
生
で
あ
り
、

そ
れ
は
四
五

O
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
の
半
世
紀
、
支
配
王

か
ん

家
は
目
ま
ぐ
る
し
く
交
代
し
た
[
且
渠
氏
↓
闘
氏
↓
張
氏
↓
馬
氏
]
も
の

の
、
六
世
紀
初
頭
に
は
約
一
世
紀
半
に
わ
た
り
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
統
治

し
た
オ
ア
シ
ス
国
家
、
麹
氏
高
昌
国
(
五

O
一
1
六
四

O
年
)
が
成
立

し
た
。
と
く
に
こ
の
時
期
は
、
二
・
三
世
紀
以
来
、
遊
牧
民
の
移
動
を

契
機
に
大
き
く
混
乱
し
て
き
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
地
域
が
、
再
編
に
向
け
て

動
き
始
め
て
い
た
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
ミ

l
ル
高
原
以
西

じ
ゅ
う
ぜ
ん

に
は
エ
フ
タ
ル
が
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
は
柔
然
が
、
ま
た
青
海
方
面

と
よ
く
こ
ん

に
は
吐
谷
海
が
、
そ
し
て
華
北
に
は
鮮
卑
の
北
貌
が
活
動
を
活
発
化
さ

せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
強
力
な
遊
牧
諸
国
家

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
が
ど
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て
い

ま
で
に
な
っ
て
お
り
、

が
台
頭
す
る
な
か
、

た
か
に
つ
い
て
は
、
六
世
紀
初
頭
(
五

O
八
年
十
月
以
降
)
に
北
魂
の
皇

こ

う

し

ゃ

ぴ

が

と

っ

帝
で
あ
る
世
宗
が
高
車
主
の
弥
俄
突
に
下
し
た
詔
[
『
貌
書
』
巻
一

O
三、



高
車
伝
・
『
通
典
』
巻
一
九
七
、
高
車
伝
ほ
か
]
の
一
節
に
端
的
に
表
現
さ

れ
て
い
る
。
高
車
と
は
、
柔
然
と
エ
フ
タ
ル
の
間
に
あ
っ
て
、
当
時
頭

角
を
現
し
て
き
た
ト
ル
コ
系
の
遊
牧
国
家
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

じ
ゅ
じ
ゆ
え
ん
た
つ

嬬
嬬
・
幅
曙
・
吐
谷
揮
の
交
通
す
る
所
以
は
、
皆
な
路
、
高
昌
国

に
由
り
、
椅
角
相
い
接
す
れ
ば
な
り
[
柔
然
・
エ
フ
タ
ル
・
吐
谷
海

が
往
来
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
の
路
が
ト
ヮ
ル
フ
ァ
ン
の
高
昌
国
を
経

由
し
て
お
り
、
そ
こ
で
角
を
突
き
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
接
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
]
。

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
が
こ
れ
ら
諸
国
家
の
結
節
点
と
し
て
機

能
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
当
時
、
高
昌
国
が
北
現
に
内
附
し

た
こ
と
に
よ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
柔
然
と
青
海
方
面
の
吐
谷
揮
を
つ

な
ぐ
路
が
絶
た
れ
た
が
、
こ
の
詔
は
そ
の
挽
回
を
狙
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
柔
然
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
襲
撃
を
、
高
昌
国
と
と
も
に
警

こ
こ
か
ら
、

戒
す
る
よ
う
に
高
車
に
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
は
七
世
紀
半
ば

3
八
世
紀
半
ば
に
唐
帝
国

に
よ
り
直
接
的
に
支
配
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
十
九
世
紀
に
清
朝
が

こ
の
地
を
新
彊
省
の
一
部
と
し
て
そ
の
統
治
体
制
に
組
み
込
む
ま
で
、

間
接
的
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ほ
ぼ
独
立
を
保
っ
た

と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
間
も
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
は
、
大
き
な
眼
で
捉
え
れ

ば
、
東
西
(
中
央
ア
ジ
ア
と
中
国
華
北
)
・
南
北
(
草
原
地
帯
と
オ
ア
シ
ス
地

帯
)
に
通
じ
た
交
通
の
要
衝
で
あ
り
続
け
た
。

二
、
初
期
高
昌
国
の
ソ
グ
ド
人
の
姿

一
、
五
世
紀
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
の
痕
跡

先
に
見
た
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
歴
史
の
な
か
で
、
史
料
的
に
ソ
グ
ド
人

の
存
在
を
よ
う
や
く
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
エ
フ
タ
ル
・
柔

然
・
北
規
な
ど
が
台
頭
し
た
五
世
紀
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
ト
ヮ

ル
フ
ァ
ン
よ
り
出
土
し
た
文
書
の
な
か
で
最
も
早
く
ソ
グ
ド
人
が
登

場
す
る
の
が
、
奴
隷
売
買
の
契
約
文
書
[
「
闘
氏
高
昌
永
康
十
二
(
四

七
七
)
年
間
月
十
四
日
張
祖
買
奴
券
」
(
ヨ
叶

31富
山
弘
、
『
新
獲
』
上
、

一
二
五

頁
乙
で
あ
る
。
こ
の
契
約
文
書
に
お
い
て
、

り
手
と
し
て
ソ
グ
ド
人
の
「
康
阿
醜
」
が
登
場
す
る
。
購
入
し
た
の

は
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
盆
地
に
点
在
す
る
オ
ア
シ
ス
城
邑
の
一
つ

城
」
の
城
主
と
な
っ
て
い
た
漢
人
で
あ
り
、

「
胡
人
」

の
男
奴
隷
の
売

「
威
神

一
コ
一
七
疋
の
綿
布
を
支

払
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
だ
け
で
は
、
こ
の
ソ
グ
ド
人
が
ト
ゥ
ル

トゥノレファンにおけるソグド人

フ
ァ
ン
に
在
住
す
る
商
人
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
五

1
六
世
紀
の

高
昌
国
時
代
に
お
い
て
非
漢
文
化
圏
か
ら
来
る
ソ
グ
ド
商
人
は
姓
を
持

つ
こ
と
が
な
く
、
そ
の
名
も
胡
語
を
漢
字
音
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

少
な
く
と
も
「
康
阿
醜
」
は
一
定
の
期
間
、
漢
文
化
圏
を
拠
点
に
活
動

し
て
い
た
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
に
加
え
て
、
直
接
ソ
グ
ド
人
の
姿
を
記
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

こ
の
契
約
文
書
よ
り
約
半
世
紀
前
に
既
に
彼
ら
の
緊
落
の
存
在
を
示
唆
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す
る
史
料
が
あ
る
。
ぞ
れ
が
、
『
金
光
明
経
』
巻
二
の
末
尾
に
記
さ
れ

た
奥
書
(
「
為
索
将
軍
合
家
題
記
」
、
四
三
O
年
の
書
写
)
で
あ
る
。
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
で
は
、
住
民
の
多
く
が
仏
教
を
信
仰
し
て
お
り
、
数
多
く
の
仏

教
経
典
を
写
経
し
て
い
た
が
、
本
史
料
は
そ
う
し
た
写
経
の
一
つ
で
あ

り
、
奥
書
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

金

光

明

経

巻

第

二

凡

五

千

四

百

舟

三

言

1

庚
午
歳
八
月
十
三
日
，
於
高
昌
城
東
胡
天
南
太
后
洞
下
，

局
索
将
軍
悌
子
妻
息
合
家
，
寓
此

2
金
光
明
一
部
.
断
手
記
寛
，
筆
墨
大
好
，
書
者
手
拙
，
具

字
而
己
.
(
以
下
、
略
)

こ
の
奥
書
の
官
頭
行
よ
り
、
本
仏
教
経
典
を
書
写
し
た
場
所
が
、
高

昌
城
の
東
に
あ
る
一
「
胡
天
南
太
后
嗣
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

「
胡
天
南
太
后
桐
」
の
「
嗣
」
と
は
、
こ
の
仏
典
が
書
写
さ
れ
た
五
世

紀
に
は
仏
教
寺
院
を
意
味
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
仏
教
の
伝
来
当

初
、
中
国
で
は
仏
教
寺
院
は
そ
れ
以
外
の
宗
教
の
施
設
と
と
も
に
一
様

に
「
一
刺
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
れ
が
今
の
よ
う
に
「
寺
」
と

呼
称
さ
れ
る
の
は
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
は
六
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で

あ
る
(
中
国
内
地
で
は
四
世
紀
ぐ
ら
い
、
河
西
地
域
で
は
五
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら

「寺」

t
改
断
r

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る

「
一
刺
」
を
仏

教
寺
院
と
解
し
て
問
題
な
い
。

こ
て
ん

た
だ
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
冒
頭
に
「
胡
天
」
が
冠
さ
れ
て

け
ん
し
ん

い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
胡
天
」
と
は
、
一
献
神
(
萩
教
の
神
)
も
し
く
は
一
駄

神
を
杷
る
場
(
萩
教
神
殿
)
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
と
仏
教
寺

104 

院
と
が
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

王
丁
氏
は
、
「
南
太
后
」
を
「
胡
天
」
の
名
前
と
取
り
、
こ
れ
を
一
献
教

(
2
)
 

の
神
で
あ
る

zsa女
神
に
当
て
る
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

こ
の
説
に
つ
い
て
は
既
に
一
定
の
説
得
力
を
も
っ
反
論
が
だ
さ
れ
て
い

(
3
)
 

る
。
ま
た
高
昌
国
に
は
「
太
后
」
と
呼
ば
れ
る
仏
教
寺
院
も
知
ら
れ
て

お
り
、
こ
こ
は
や
は
り
「
胡
天
」
の
南
に
あ
る
太
后
寺
を
意
味
し
て
い

よ
う
。
通
常
、
こ
う
し
た
「
胡
天
」
は
ソ
グ
ド
人
の
家
落
形
成
と
と
も

に
建
て
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
奥
書
か
ら
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
は
遅
く
と
も

五
世
紀
前
半
に
は
、
ソ
グ
ド
人
家
落
が
高
昌
城
の
東
方
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

唐朝の中のYグド人

二
、
ソ
グ
ド
人
の
蔽
教
信
仰
と
仏
教

そ
れ
に
し
て
も
、
仏
教
寺
院
を
示
す
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
胡
天
」
と
併

せ
て
表
現
す
る
の
は
、
両
者
が
一
連
の
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
よ
ろ
う
。
あ
た
か
も
、
日
本
に
お
い
て
神
社
と
寺
院
が
隣
接
し
て

建
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
こ
う
し
た
状
況
は
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
お
い
て
は
ト
ユ
ク
の
仏

(
4
)
 

教
石
窟
寺
院
の
場
で
も
認
め
ら
れ
る
。
『
親
書
』
巻
一

O
一
、
高
回
目
伝

に
は
、
高
昌
国
の
宗
教
事
情
を
伝
え
て
「
俗
は
天
神
に
事
え
、
兼
ね
て

仏
法
を
信
ず
」
と
あ
り
、
こ
の
「
天
神
」
を
「
一
献
神
」
と
解
す
る
説
が



有
力
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
状
況
を
反
映

し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
う
し
た
解
釈
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
よ
う
な

漢
人
仏
教
圏
に
移
住
し
て
き
た
ソ
グ
ド
人
は
、
彼
ら
の
信
奉
す
る
一
駄
教

と
と
も
に
仏
教
と
も
近
し
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
少
し
時
代
は
降
る
が
、
玄
異
の
伝
記
で
あ
る

『
大
慈
思
寺
三
蔵
法
師
伝
』
巻
一
に
、
七
世
紀
初
頭
に
お
け
る
河
西
の

瓜
州
オ
ア
シ
ス
に
あ
る
仏
教
寺
院
で
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
寺
に
安
置

さ
れ
て
い
た
弥
勅
像
を
礼
拝
し
に
来
て
い
た
ソ
グ
ド
人
が
、
た
ま
た
ま

そ
の
時
に
寺
院
に
泊
ま
っ
て
い
た
玄
英
と
出
会
い
、
仏
教
信
徒
と
な
る

た
め
に
玄
異
に
受
戒
を
請
う
シ
|
ン
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど

も
、
ソ
グ
ド
人
は
仏
教
信
徒
と
な
る
前
で
も
仏
教
寺
院
に
行
っ
て
弥
勤

像
を
礼
拝
す
る
こ
と
に
何
ら
抵
抗
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
、
彼

ら
の
柔
軟
な
信
仰
姿
勢
が
垣
間
見
え
る
。

そ
も
そ
も
、
両
教
と
も
に
偶
像
を
組
り
多
く
の
神
を
信
仰
す
る
こ

と
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
は
、

仏
教
寺
院
の
穀
物
支
出
帳
簿
(
月
ご
と
の
集
計
)
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
見
る
と
寺
院
が
毎
月
の
よ
う
に
「
租
天
」
の
祭
事
を
行
い
、
そ(

5
)
 

れ
に
伴
っ
て
多
〈
の
穀
物
を
支
出
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
と
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
寺
院
に
と
っ
て
、
「
天
」
が
重
要

な
祭
相
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
仏
教
に
お
い
て
、
仏
法

を
保
護
す
る
諸
天
が
存
在
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

多
と
フ
lν

た
諸
天
の
一
つ
に
「
胡
天
」
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
以
外
で
も
コ

i
タ
ン
地
域
に

お
い
て
、
仏
教
寺
院
で
「
胡
天
H

祇
神
」
が
租
ら
れ
て
い
た
状
況
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

コ
l
タ
ン
に
は
、
ダ
ン
ダ
ン
H
ウ
ィ
リ
ク
遺
跡
に
仏
教
寺
院
祉
が
あ

る
が
、
そ
こ
か
ら
ス
タ
イ
ン
は
神
像
が
描
か
れ
た
木
板
を
少
な
か
ら
ず

(
6
)
 

将
来
し
て
い
る
。
栄
新
江
氏
の
研
究
に
基
づ
い
て
見
れ
ば
、
こ
の
神
像

は
ヒ
ン
ド
ゥ

l
教
の
シ
ヴ
ァ
神
に
比
定
で
き
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
仏

教
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
摩
臨
首
羅
冨
岳
O
U
〈
貨
と
で
あ
り
、
蔽
教
徒
か

ら
見
れ
ば
「
胡
天
神
」
で
あ
っ
た
。
章
述
の
『
両
京
新
記
』
巻
コ
一
に
も
、

長
安
の
布
政
坊
に
あ
っ
た
胡
一
献
桐
(
萩
教
の
神
殿
)
を
説
明
し
、
「
武
徳

四
年
(
六
一
一
こ
に
建
立
し
、
西
域
の
胡
天
神
(
を
紀
る
)
。
仏
教
で
謂

う
所
の
摩
臨
首
羅
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
起
源
の
神
を
仏
教

だ
け
で
な
く
祇
教
で
も
取
り
入
れ
、
両
教
が
神
を
共
有
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
た
だ
、
中
に
は
左
右
対
称
の
二
頭
の
牛
に
乗
座
し
て
い
る

姿
を
示
す
神
像
も
あ
り
、
こ
れ
は
一
献
教
の
神
像
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る

(
7
)
 

と
言
う
。
つ
ま
り
、
仏
教
寺
院
に
あ
っ
た
こ
の
神
像
は
、
仏
教
の
「
摩

臨
首
羅
」
で
は
な
く
、
一
献
教
の
神
と
な
っ
て
い
た
そ
れ
を
取
り
入
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
栄
新
江
氏
は
、
ダ
ン
ダ
ン
H
ウ
ィ

リ
ク
に
ソ
グ
ド
人
家
落
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て

トゥノレ 77ンにおけるソグド人105 



、，、，。

し・
4ソ

グ
ド
人
は
、
も
と
も
と
一
献
教
へ
の
信
仰
を
基
本
と
し
て
い
た
が
、

さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
に
そ
の
信
仰
の
姿
勢
は
他
宗
教
に
対
し
て
き
わ
め

て
寛
容
で
あ
っ
た
。
仏
教
信
伸
が
優
勢
な
文
化
圏
に
移
住
し
て
く
る
と
、

仏
教
を
信
仰
す
る
ソ
グ
ド
人
が
数
多
く
現
れ
て
く
る
の
も
、
そ
う
し
た

彼
ら
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
と
関
係
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ソ
グ
ド
語

訳
の
仏
教
経
典
の
奥
書
に
は
、
ぞ
う
し
た
仏
教
を
信
仰
し
た
と
見
ら

れ
る
ソ
グ
ド
人
が
、
「

B
弓
B
ナ
ナ
イ
フ
ア
ル
ン
[
ナ
ナ
女
神
の
栄
光
]
、

BWM町
.UHF-

マ
l
フ
ザ

1
イ
[
月
神
の
女
奴
隷
]
」
と
い
っ
た
ゾ
ロ
ア
ス

(
8
)
 

タ
l
教
の
神
格
を
含
む
名
前
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
彼
ら
が
依
然
と
し
て
一
献
教
を
信
仰
し
て
い
た
可
能
性
を
残

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
蔽
教
徒
で
あ
り
仏
教
徒
の
状
態
を
想
定

す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
近
年
、
陸
続
と
発
見
さ
れ
て
い
る
ソ
グ
ド

人
の
墳
墓
か
ら
、
ソ
グ
ド
語
と
漢
語
か
ら
成
る
パ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
墓
誌

が
出
土
し
た
が
、
そ
の
墓
主
で
あ
る
「
史
君
」
は
明
ら
か
に
マ
ニ
教
徒

も
し
く
は
一
献
教
徒
で
あ
る
が
、
そ
の
息
子
は
「
維
摩
」
と
名
付
け
ら
れ

(
9
)
 

て
い
る
。
維
摩
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
く
Eh己
保
吋
丘
の
音
写
「
維

摩
詰
」
の
略
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
代
表
的
な
経
典
『
維
摩
経
』
の
主

人
公
の
名
称
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
マ
ニ
教
徒
も
し
く
は
蔽
教
徒
で

あ
る
史
君
が
、
仏
教
信
仰
と
も
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す

る
も
の
と
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
遅
く
と
も
五
世
紀
前
半
に

は
存
在
し
て
い
た
ソ
グ
ド
人
の
家
落
に
お
い
て
、
彼
ら
の
信
仰
す
る
一
献

教
と
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
流
布
し
て
い
た
仏
教
と
が
早
く
も
混
潜
し
て
い

た
様
相
が
う
か
が
え
る
。

106 唐載の中のソグド人

三
、
遊
牧
国
家
支
配
下
の
高
昌
国
と
ソ
グ
ド
人

て
遊
牧
国
家
の
支
配
と
高
昌
国
の
使
節
受
容

ト
ヲ
ル
フ
ァ
ン
に
建
国
し
た
高
昌
国
は
、
北
方
に
強
大
な
遊
牧
国

家
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
が
常
と
な
っ
て
い
た
。

ち
ょ
う
ど
五
・
六
世
紀
に
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
草

原
地
帯
に
強
力
な
遊
牧
国
家
が
成
立
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
遊
牧
国
家

と
の
支
配
と
従
属
関
係
の
も
と
、
高
田
昌
国
が
彼
ら
の
使
節
団
を
迎
え
入

れ
て
い
た
こ
と
が
、
ト
ヮ
ル
フ
ァ
ン
よ
り
出
土
し
た
文
書
よ
り
う
か
が

え
る
。例

え
ば
、
闘
氏
高
昌
王
国
時
代
に
属
す
文
書
の
一
つ
に
は
、

ル
高
原
の
柔
然
国
の
使
節
を
高
昌
国
が
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

帳
簿
様
の
文
書
(
四
七
五

1
四
七
六
年
の
作
成
)
[
「
闘
氏
高
畠
永
康
九
|
十

モ
ン
ゴ

年
(
四
七
四
|
四
七
五
)
送
使
出
入
、
出
馬
条
記
文
書
」
(
唱
司
回
ペ
冨
円
ロ
ム
・
凶

(ω) 

背
面
、
『
新
獲
』
上
、
一
六
三
頁
)
]
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
本
文
書
に
は
、

使
節
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
人
・
畜
を
提
供
し
て
い
た
か
が
記
録
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
同
時
に
、
柔
然
以
外
に
も
グ
プ
タ
朝
や
中
国
南



さ
ら
に
は
西
域
各
地
か
ら
の
使
節
が
多
く
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
る
。
闘
氏
高
昌
王
国
が
建
国
し
て
い
た
五
世
紀
後
半
と
言
え
ば
、

柔
然
と
エ
フ
タ
ル
が
比
較
的
良
好
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
時
期
に
あ

朝
の
宋
、

た
っ
て
お
り
、
こ
の
文
書
は
こ
の
時
期
の
中
央
ア
ジ
ア
と
モ
ン
ゴ
ル
・

イ
ン
ド
・
中
国
に
わ
た
る
国
際
政
治
状
況
の
一
端
を
う
か
が
う
上
で
も

貴
重
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
あ
と
五

世
紀
末
ご
ろ
よ
り
北
親
が
東
西
に
勢
力
を
急
速
に
拡
大
し
始
め
た
ヲ
」

t

に
よ
り
、
高
昌
国
は
こ
の
北
貌
に
内
附
し
、
柔
然
よ
り
の
使
節
は
受
け

入
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
六
世
紀
中
葉
と
も
な
る
と
、
北
方
草
原
に
突
厭
と
呼
ば
れ

る
遊
牧
国
家
が
勃
興
し
、
大
き
な
威
勢
を
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
モ
ン
ゴ
ル

高
原
に
か
け
て
振
る
う
が
、
そ
こ
か
ら
派
遣
さ
れ
た
使
節
団
を
、
当

時
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
建
国
し
て
い
た
麹
氏
高
昌
国
が
あ
ら
た
め
て
迎

え
入
れ
て
い
た
こ
と
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
よ
り
知
ら
れ
る
。
「
食
糧

支
出
帳
簿
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
一
連
の
文
書
群
(
文
書
の
多
く
は
、
五
八
四

ー
五
八
七
年
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
「
一
ヶ
月
半
」
の
穀
物
支
出
記
録
)
が
そ

一
ヶ
月
半
の
聞
に
西
突
厭

(
突
阪
は
五
八
三
年
に
東
・
西
突
廠
に
分
裂
)
側
よ
り
四
十
件
余
り
の
使
節

(
日
)

を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
ご
く
単
純
に

年
間
を
通
し
て
の
総
件
数
を
試
算
し
て
み
れ
ば
、
高
昌
国
は
こ
の
時
期
、

(ロ)

年
間
で
使
節
団
を
コ
一
五

O
件
ほ
ど
も
迎
え
入
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
分
析
し
て
見
る
と
、

二
、
遊
牧
国
家
の
使
節
と
ソ
グ
ド
人

前
掲
の
四
十
件
余
り
の
使
節
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、

(
日
)

西
突
厭
の
大
可
汗
で
あ
る
阿
波
可
汗
を
始
め
と
す
る
多
様
な
遊
牧
集
団

が
派
遣
す
る
使
節
団

[
(
A
)
1
(
H
)
、
グ
ル
ー
プ
]
か
ら
成
っ
て
い
た

こ

t
が
わ
か
る
。

(
A
)
大
可
汗

[
F
Z一
日
、
町
長
怠
号
室
]

(
B
)
可
敦
也
怠
回
(
可
汗
の
妻
。
公
主

A
E白
石
と
も
)

(
C
)
提
妻
名
口
(
可
汗
の
子
お
)

(
D
)
大
官

S
Z
B
(可
汗
の
近
侍
官
)

(
E
)
小
可
汗
[
貴
洋
可
汗
E

宮
苫
F
北
廟
可
汗
唱
南
廟
可
汗
]

(
F
)
移
浮
孤
(
葉
護
)
ヨ

gz

(
G
)
拙
(
設
)
開
邑

(H)
希
理
(
倹
斤
)
英
吉

ま
ず
は

(
A
)
大
可
汗
ば
か
り
で
な
く
、

トクノレファンにおけるソグド人

そ
の
周
囲
に
い
た

(
B
)

妻
・

(
C
)

子
弟
・

(
D
)
官
員
た
ち
も
自
ら
使
節
を
派
遣
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
突
厭
は

(
日
)

「
封
建
的
」
体
制
の
国
家
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
全
体
の
統

治
権
は
大
可
汗
に
あ
る
も
の
の
、
独
立
的
性
格
を
も
っ

(
E
)
小
可
汗

が
各
地
に
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
部
民
と
地
域
を
支
配
し
て
い
た
。
さ
ら
に

は

(
F
)
葉
護
(
ヤ
プ
グ
ヨ
芝
出
)
、

(
G
)
設
(
シ
ャ
ド
開
包
)
、

(
H
)

倹
斤

(
イ
ル
キ
ン
民
吉
田
)
は
、
突
厭
の
官
称
号
で
あ
る
が
、
彼
ら
も
ま
た
自
ら

107 



の
部
民
と
地
域
を
保
持
・
支
配
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
諸
集
団
も
、
独

自
に
使
節
を
派
遣
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら

の
な
か
で
も
大
・
小
可
汗
の
派
遣
す
る
使
節
団
は
、
半
月
の
聞
に
都
合

6
グ
ル
ー
プ
も
重
ね
て
派
遣
さ
れ
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
滞
在
し
て
い
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
使
節
を
構
成
す
る
人
員
で
特
徴
的
な
の
は
、
そ
の

大
半
は
ソ
グ
ド
語
名
を
も
っ
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

か
で
も

(
A
)
グ
ル
ー
プ
に
は
、
少
数
な
が
ら
「
鉄
師
の
居
[
織
〕

-r項
目
存
「
ク
チ
ャ
人
」
の
意
」
や
「
金
師
の
莫
畔
地
良
品
ロ
片
付
「
月
神

の
下
僕
」
の
意
」
な
ど
の
名
が
見
え
て
お
り
、
こ
れ
が
大
可
汗
直
属
の

「
鉄
師
(
鍛
造
鉄
器
の
工
匠
こ
や
「
金
師
(
金
銀
器
の
工
匠
こ
で
あ
る
こ

(
凶
)

と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

(
H
)
グ
ル
ー
プ
は
、
ト
ル
コ
系
の
処

月
・
処
密
と
呼
ば
れ
た
部
族
に
属
す
る
遊
牧
集
団
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、

当
時
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
北
方
の
天
山
山
間
・
北
麓
に
遊
牧
し
て
い
た
集
団

で
あ
っ
た
。
高
昌
国
に
と
っ
て
は
最
も
身
近
な
遊
牧
民
で
あ
っ
た
が
、

そ
こ
か
ら
も
ソ
グ
ド
人
が
使
節
の
代
表
と
し
て
送
ら
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
は
、
こ
う
し
た
遊
牧
国
家
に
お
け
る
多
様
な
遊
牧
集
団
の

リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
周
辺
に
侍
る
ソ
グ
ド
人
ら
を
代
表
も
し
く
は
随
行

人
に
当
て
た
使
節
を
オ
ア
シ
ス
国
家
に
派
遣
し
、

そ
こ
で
宿
食
の
便
宜

お
よ
び
贈
与
品
を
オ
ア
シ
ス
国
家
に
強
要
し
確
保
す
る
と
同
時
に
、
他

方
で
オ
ア
シ
ス
に
集
積
さ
れ
る
様
々
な
脊
修
品
(
金
・
銀
・
磨
香
な
ど
)

を
購
入
す
る
機
会
と
し
、
併
せ
て
自
ら
の
産
品
あ
る
い
は
中
継
交
易
品

を
売
り
さ
ば
く
こ
と
も
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
こ
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の
よ
う
に
、
遊
牧
国
家
が
オ
ア
シ
ス
国
家
に
使
節
団
を
派
遣
す
る
の
は
、

交
易
目
的
で
派
遣
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

唐朝の中のソグド人

さ
ら
に
は
、
個
々
の
ソ
グ
ド
商
人
が
作
る
小
規
模
な
キ
ャ
ラ
ヴ
ア
ン

隊
は
、
遠
距
離
を
移
動
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
公
的
な
大
使

な

節
団
に
付
随
し
て
動
く
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ま
さ
に
中
央

ア
ジ
ア
の
キ

7
フ
ヴ
ア
ン
交
易
を
支
え
た
の
は
、
遊
牧
国
家
を
始
め
と

す
る
諸
国
家
・
集
団
が
派
遣
し
て
い
た
使
節
固
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

オ
ア
シ
ス
国
家
と
し
て
も
、
多
く
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ア
ン
交
易
商
人
を
引
き

連
れ
て
き
て
く
れ
る
使
節
団
は
、
接
待
の
負
担
面
は
あ
る
も
の
の
、
そ

の
繁
栄
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
迎
え
入
れ
る
対

象
で
あ
っ
た
。

三
、
麹
氏
高
昌
固
に
お
け
る
王
権
と
ソ
グ
ド
人

実
は
、
遊
牧
勢
力
側
、
だ
け
で
な
く
、
オ
ア
シ
ス
国
家
の
権
力
者
の

周
辺
に
も
ソ
グ
ド
人
は
仕
え
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
麹
氏
高
昌
国
で
は

ソ
グ
ド
人
の
な
か
で
も
「
史

姓
」
の
人
々
が
麹
氏
王
に
近
侍
す
る
侍
郎
な
ど
の
官
職
に
就
任
し
て
い

(
口
)

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
く
に
有
名
な
の
は
、
玄
英
が
高
昌
国
を
出
て
、

天
山
北
方
の
西
突
願
可
汗
の
宮
廷
に
向
か
っ
た
際
に
、
王
命
に
よ
り
玄

撲
に
付
き
従
っ
た
侍
郎
の
史
歓
信
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ソ
グ
ド
人
は
、

王
の
た
め
に
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
や
は
り



遊
牧
国
家
を
構
成
す
る
諸
集
団
の
便
節
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
も
交
易

(
凶
)

目
的
で
派
遣
さ
れ
る
こ
と
が
主
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
高
昌
国
で
は
対
外
向
け
の
「
市
場
」
に

お
け
る
取
引
に
お
い
て
、
「
称
価
銭
」
と
呼
ば
れ
る
税
金
が
課
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
納
税
者
の
ほ
と
ん
ど
は
ソ
グ
ド
人
で
あ
り
、
そ
の
銭
は

す
べ
て

「
内
蔵
」

に
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
[
「
高
昌
内
蔵
奏
得

稽
債
銭
帳
」
守
口
〉
富
三
品
一
M
¥
-
1
N
¥
ニ
、
『
図
文
』

一
、
四
五

O

四
五
三
頁
)
]
。

「
内
蔵
」
と
は
、
「
官
蔵
」

に
対
す
る
語
と
み
ら
れ
、
王
室
財
政
を
掌
る

役
所
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
く
、
そ
し
て
侍
郎
が
そ
れ
を
管
理
し
て
い

た
ら
し
い
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
ソ
グ
ド
人
の
使
節
派
遣
は
、
オ
ア
シ

ス
国
家
に
お
い
て
も
王
室
の
利
殖
の
た
め
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
遊
牧
国
家
の
支
配
の
も
と
に
交
易
が
活
発
化
す
る

と
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
お
い
て
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
銀
貨
が
次
第
に

流
通
し
始
め
た
こ
と
が
、
墓
室
に
納
め
ら
れ
た
随
葬
衣
物
疏
よ
り
知
ら

れ
る
。
随
葬
衣
物
疏
と
は
、
死
後
の
世
界
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
を
保

障
す
る
呪
術
的
な
文
言
と
と
も
に
、
墓
主
の
た
め
に
墓
室
内
に
葬
ら
れ

た
遺
品
の
リ
ス
ト
が
記
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
リ
ス
ト
部
分
を
分
析
し

て
み
る
と
、
突
厭
が
勃
興
し
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る

五
五

0
年
代
以
降
に
な
る
と
、
必
ず
銀
銭
が
リ
ス
ト
に
登
場
す
る
よ
う

に
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
銀
銭
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
は
、
既

に
五
四
三
一
年
の
随
葬
衣
物
疏
に
見
え
る
が
、
そ
こ
で
は
銀
銭
が
ま
だ
中

「
文
」
と
い
う
貨
幣
の
単
位
で
示
さ
れ
ず
、
単

で
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
た
。
「
文
」
と
い
う
貨
幣
単
位
が
使

用
さ
れ
始
め
る
の
は
、
お
よ
そ
十
年
を
経
過
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。

サ
サ
ン
朝
の
銀
貨
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
入
り
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
計
数

国
で
用
い
ら
れ
て
い
た

に
「
枚
」

貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
の
は
、
五
五

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
こ

(") 

と
で
あ
ろ
う
。

四

唐
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
征
服
と
ソ
グ
ド
人

一
、
唐
支
配
下
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
独
立
を
維
持
し
て
い
た
麹
氏
高
昌
国
は
、
唐
に
よ

り
六
四

O
年
八
月
に
軍
事
征
服
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン

は
短
期
間
の
移
行
期
聞
を
は
さ
み
な
が
ら
、
唐
の
直
轄
州
・
西
州
と
し

て
新
た
に
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
住

民
は
基
本
的
に
唐
の
「
百
姓
」
と
し
て
、
州
県
が
作
成
す
る
戸
籍
を
通

じ
て
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
在
住

の
ソ
グ
ド
人
た
ち
も
「
百
姓
」
(
農
業
を
生
業
と
す
る
者
だ
け
で
な
く
、
商

トウノレ77ンにおけるソグド人

人
・
手
工
業
者
も
含
ん
で
い
る
語
)
と
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
が
集
住
し
て

い
た
緊
落
は
崇
化
郷
と
呼
ば
れ
る
西
州
高
島
県
管
下
の
郷
と
し
て
再
出

発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
唐
の
州
県
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
彼

ら
の
活
動
は
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
唐
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の
戸
籍
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
戸
籍
の
あ
る
本
貫

州
県
か
ら
の
自
由
な
移
動
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
。
い
わ
ゆ
る
本
貫
地
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
担
税
役
層
の
確
保
と
い

う
側
面
が
あ
る
た
め
、
ト
ヮ
ル
フ
ァ
ン
の
よ
う
な
唐
の
軍
隊
が
駐
留
す

る
軍
事
的
最
前
線
の
地
に
あ
っ
て
は
、
か
な
り
厳
し
く
施
行
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
商
人
の
な
か
で
も
客
商
の
よ
う
に
、
あ

る
い
は
行
軍
と
と
も
に
遠
距
離
を
移
動
し
駐
留
地
に
長
期
住
み
着
い
た

よ
う
な
兵
士
な
ど
の
よ
う
に
、
は
じ
め
か
ら
本
貫
地
か
ら
離
れ
て
移
動

せ
ざ
る
を
得
な
い
人
々
が
い
た
こ
と
も
現
実
で
あ
り
、
実
は
早
く
か
ら

そ
う
し
た
人
々
を
「
百
姓
」
と
は
分
け
て
特
倒
的
に
移
動
を
公
認
し
て

い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
人
々
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
行
客
」

と
し
て
公
的
に
把
握
し
た
。
こ
の
な
か
に
は
、
明
ら
か
に
ソ
グ
ド
人
も

存
在
す
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
人
々
も
州
県
に
把
握
さ
れ
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
「
百
姓
」
と
は
別
の
簿
籍
に
客
籍
民
と
し
て
掌
握
さ

れ
、
税
銭
の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
百
姓
」
「
行
客
」
の
ほ
か
に
も
、
唐
の
支
配

以
降
に
お
い
て
新
た
に
入
境
し
て
く
る
ソ
グ
ド
人
も
い
た
。
彼
ら
は
、

さ
ら
に
別
に
「
輿
胡
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
官
に
把
握
さ
れ
た
。
彼

ら
も
ま
た
、
州
県
に
よ
り
「
行
客
」
と
同
じ
よ
う
に
客
籍
民
と
し
て
簿

籍
に
付
け
ら
れ
、
税
銭
の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

二
、
唐
支
配
下
の
ソ
グ
ド
農
工
民
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ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
住
ん
で
い
た
ソ
グ
ド
人
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、
商
人
ば
か
り
で
な
く
団
地
を
有
し
農
業
を
生
業
と
す
る
人
も
少
な

く
な
か
っ
た
。
唐
の
征
服
を
被
っ
た
翌
月
で
あ
る
九
月
に
は
早
く
も
、

六
畝
半
の
団
地
を
も
っ
ソ
グ
ド
人
の
安
苦
蜘
延
が
、
戸
籍
作
成
の
た
め

の
基
礎
デ
l
タ
と
な
る
、
家
族
構
成
・
保
有
田
土
等
に
関
す
る
自
己
申

告
書
で
あ
る
手
実
を
高
昌
県
に
提
出
し
て
い
る
[
「
唐
貞
観
十
四
(
六
四

唐朝の中のソグド人

O
)
年
西
州
高
畠
県
安
苦
知
延
等
戸
手
実
」
(
宅
居
F

宮
司
心
唱
(
担
)
、
『
図
文
』
二
、

四
四
頁
)
]
。
な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ソ
グ
ド
人
家
落
で
あ
っ
た

崇
化
郷
の
里
正
と
な
っ
て
い
た
史
玄
政
(
ソ
グ
ド
人
)
が
、
高
昌
城
北

郊
に
あ
っ
た
官
営
プ
ド
ヲ
園
を
維
持
・
管
理
す
る
責
任
者
と
な
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
〔
「
武
周
聖
暦
元
年
(
六
九
八
)
前
官
史
玄
政
牒
為
四
角
官
萄

己
役
未
役
人
夫
及
車
牛
事
」
宏
司
〉
冨
は
込
O

(

曲
)
、
『
図
文
』
三
、
五
一
一
一
頁
]
。

お
そ
ら
く
は
、
取
県
落
の
上
層
に
属
す
ソ
グ
ド
人
ら
は
、
田
地
を
自
ら
保

有
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
民
間
の
田
闘
を
借
り
受
け
て
集
積
・

経
営
す
る
と
と
も
に
、
官
有
の
そ
れ
と
も
コ
ミ
ッ
ト
し
な
が
ら
、
そ
の

産
品
な
ど
を
商
う
こ
と
も
多
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
豪
落
の
ソ
グ
ド
人
に
は
、
「
匠
」
の
肩
書
き
を
帯
び
た
も

の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
お
り
、
技
術
者
と
し
て
も
顔
を
出
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
「
周
囲
州
副
国
刷
用
下
回
頭
帖
為
追
送
銅
匠
造
供
客
器

事
」
(
牢
吋
』
「
玄
凶
凶

u
m、
『
図
文
』
一
二
、
五
二
三
頁
)
に
は
以
下
の
よ
う
に



見
え
て
い
る
。

高
昌
県
帖
国
頭
湾
口
口

h
川
い
い

h
U張
回

銅
匠
劉
明
割
刻
対
剤
研
刷
日
円
ハ
ハ
ハ

右
件
人
等
先
造
供
客
園
円
ハ

至
仰
速
追
送
立
待
三
円
い
い
い

衛
尉
調
伺

本
文
書
は
、
西
州
高
昌
県
か
ら
折
衝
府
の
団
頭
に
宛
て
た
「
帖
」
式

の
下
達
文
書
で
あ
る
。
内
容
を
見
る
と
、
高
昌
県
が
二
行
目
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
鋼
匠
の
三
人
を
召
し
出
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が

2 3 4 5 
所
属
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
折
衝
府
の
団
頭
に
宛
て
呼
び
出
し
を
か
け

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

鋼
匠
の
三
人
は
、
そ
の
名
前
か
ら
も
ソ
グ
ド
工
匠
で
あ
る
こ
と
が
う

か
が
え
、
さ
ら
に
彼
ら
は
ソ
グ
ド
人
ら
が
集
住
し
て
い
た
崇
化
郷
に
籍

を
置
く
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
う
ち

の
一
人
「
安
大
寿
」
は
、
崇
化
郷
の
里
正
と
な
っ
て
い
た
史
玄
政
が
、

地
元
の
官
営
プ
ド
ウ
園
で
の
庸
役
労
働
に
従
事
す
る
人
々
を
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
た
な
か
に
そ
の
名
、
が
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
工
匠
た
ち
は
そ
の
名
称
か
ら
銅
器
の
作
成
に
か
か
わ
る
匠
で
あ
っ
た

と
見
ら
れ
、
以
前
に
客
人
に
出
す
器
を
作
成
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
高
昌
県
よ
り
至
急
の
呼
び
出
し
が
か
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
唐
の
交
通
・
交
易
管
理
と
ソ
グ
ド
人

こ
う
し
た
官
に
よ
る
管
理
は
、
人
の
掌
握
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
は

人
の
移
動
や
経
済
活
動
そ
の
も
の
に
も
及
ん
だ
。
つ
ま
り
官
に
よ
る
交

通
・
交
易
管
理
が
強
く
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
大
き
く
変
化
を

被
っ
た
の
が
、
キ
ャ
ラ
ヴ
ア
ン
交
易
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で

は
キ
T
ラ
、
グ
ア
ン
隊
を
作
る
の
に
基
本
的
に
は
何
ら
制
約
な
ど
は
な

か
っ
た
が
、
唐
の
支
配
下
で
は
交
通
と
交
易
は
強
力
に
管
理
さ
れ
た
結

果
、
キ
ア
ア
グ
ア
ン
隊
を
組
ん
で
移
動
す
る
に
は
、
唐
が
設
定
し
た
交

通
の
管
理
制
度
に
従
わ
ざ
る
を
得
ず
、
私
的
な
移
動
に
関
し
て
も
、
唐

の
官
憲
の
許
可
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
唐
の
通
行

キ
ャ
ラ
ヴ
ア
ン
隊
を
組
む
こ
と
が
で

許
可
書
を
も
ら
っ
て
は
じ
め
て
、

き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
通
行
許
可
書
の
こ
と
を

「
過
所
」
(
遠
距
離
用
)

ゃ
「
公
験
」
(
近
距
離
用
)
と
い
う
。

ま
ず
「
過
所
」
に
つ
い
て
は
、
実
例
と
し
て
三
井
(
園
城
)
寺
・
東

京
国
立
博
物
館
所
蔵
文
書
(
伝
教
大
師
最
澄
・
智
証
大
師
円
珍
)
、
『
入
唐

求
法
巡
礼
行
記
』
(
慈
覚
大
師
円
仁
)
と
と
も
に
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書

に
見
え
る
遊
撃
将
軍
の
肩
書
き
を
帯
び
た
西
州
の
百
姓
と
な
っ
て
い
た

(
初
)

石
染
典
の
「
過
所
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
過
所
に
つ
い

トウノレ 77ンにおけるソグド人

て
は
、
拙
稿
「
唐
代
の
交
通
と
商
人
の
交
易
活
動
」
(
鈴
木
靖
民
・
荒
井

秀
規
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
道
路
と
交
通
』
勉
誠
出
版
、
二

O
一
一
年
、

J¥ 

O

一
八
三
頁
)
に
録
文
と
和
訳
を
載
せ
て
お
い
た
の
で
、

そ
の
解
説
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と
と
も
に
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
そ
の
性
格
だ
け
簡
略
に
説
明
す
れ
ば
、

「
過
所
」
は
地
方
に
あ
っ
て
は
州
府
で
発
給
し
た
通
行
証
で
あ
り
、
基

本
的
に
は
関
所
を
通
過
す
る
際
に
提
示
す
る
通
行
許
可
や
身
元
保
証
の

書
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
有
効
範
囲
は

発
給
し
た
州
府
の
管
轄
領
域
を
遥
か
に
越
え
て
通
用
し
た
。

た
だ
唐
の
交
通
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
と
し
て
、
公
務
に
よ
る

交
通
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
戸
籍
に
付
け
ら
れ
て
い
る

「
百
姓
」
の
移
動
も
建
前
と
し
て
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
「
百
姓
」
が
移
動
し
な
か
っ
た
は
ず
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
単
な

る
「
百
姓
」
が
「
過
所
」
を
取
得
す
る
こ
と
は
大
変
に
厳
し
か
っ
た
と

恩
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
ソ
グ
ド
商
人
側
で
は
、
金
銭

な
ど
で
名
誉
称
号
的
な
官
称
号
を
取
得
し
、
「
過
所
」
を
請
求
し
て
い

た
。
先
に
挙
げ
た
石
染
典
が
、
「
百
姓
」
で
あ
る
と
同
時
に
遊
撃
将
軍

で
あ
っ
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
過
所
は
、
単
な
る
「
百
姓
」
で
は
申
請
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
他
方
で
州
か
ら
州
の
よ
う
な
短
距
離
聞

の
往
来
に
つ
い
て
は
、
過
所
よ
り
入
手
が
比
較
的
容
易
な
通
行
証
が
設

(
幻
)

け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
公
墜
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
一
つ

は
州
の
権
限
に
よ
り
発
給
さ
れ
、
牒
式
の
書
式
を
も
っ
て
作
成
し
、
そ

れ
を
通
行
証
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
州
と
州
と
の
聞
で
も
、

県
と
県
と
の
聞
と
同
じ
よ
う
に
、
き
わ
め
て
簡
便
な
か
た
ち
で
発
給
さ

れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
百
姓
」
の
辞
で
提
出
手
作
た
も
の
に
、

州
や
県
の
官
が
一
筆
、
通
行
を
許
可
す
る
判
辞
を
添
え
る
き
わ
め
て
簡

便
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
周
到
嗣
廿
二
年
(
公
元
六
四
八
年
)
劇
州
人
利
組
醐
辞
為
請
給
公
験

事
」
(
叶
肖
険
玄
M
M
T
U
、
『
図
文
』
三
、
三
O
六
頁
)
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劇
飼
廿
二
[
]
周
州
人
刑
組
制
辞
一

料
組
醐
年
会
)
一
拾
，
奴
副
劉
捌
掴
年
拾
伍

蝉
劃
創
年
拾
会
一
一
監
査
頭
黄
鉄
勤
敦
捌
歳

羊
拾
伍
口
。

州
司
口
組
醐
今
将
上
件
奴
蝉
舵
等
，
望
子
囲

州
市
易
。
恐
所
在
燦
塞
，
不
練
来
由
。
請
乞

公
験
。
請
裁
，
謹
辞
。

組
制
劇
州
根
民
，
任
往

困
州
市
易
，
所
在
俸

塞
勘
放
。
倒
倒
白
。

廿
一
日

3 4 5 6 7 8 9 10 12 (
和
訳
)

貞
観
二
十
二
(
六
四
八
)
年

申
し
上
げ
ま
す
。

庭
州
の
人
、
米
巡
職
が
辞
を
も
っ
て



米
巡
職
、

奴
の
寄
多
弥
施
、
十
五
歳

三
十
歳

押
の
婆
旬
、
十
二
歳

産
の
去
勢
馬
、
八
歳

ラ
ク
ダ
一
頭
、
黄
色
の
毛
並
み
、
テ
ュ
ル
ク

羊

一
五
頭
。

州
司
宛
て

(
私
)
巡
職
は
、
今
、
先
に
挙
げ
た
奴
・
牌
・
ラ
ク
ダ

等
を
率
い
て
、
西
州
(
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
)

の
市
に
お
い
て
交
易
す
る

こ
と
を
希
望
し
て
お
り
ま
す
。
途
上
に
存
在
す
る
(
軍
事
施
設
の
)

燦
・
塞
が
、
(
私
の
通
行
の
)
事
情
を
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
を
恐
れ
、

こ
こ
に
公
験
(
通
行
証
明
書
)
を
請
求
す
る
次
第
で
す
。
ご
裁
可
の

ほ
ど
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
謹
し
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

巡
職
は
、
庭
州
の
住
民
で
あ
る
。
西
州
に
往
き
、
市
で

交
易
を
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
途
上
に
あ
る
燈
・
塞

は
、
取
り
調
べ
た
う
え
で
(
巡
職
を
)
通
過
さ
せ
よ
。

(
庭
州
の
)
懐
信
、
申
す
。
二
十
一
日

こ
れ
は
、
天
山
東
部
北
麓
に
あ
っ
た
庭
州
(
ジ
ム
サ
・
オ
ア
シ
ス
)
の

ソ
グ
ド
人
で
あ
る
米
巡
職
が
所
持
し
た
通
行
証
で
あ
り
、
「
辞
」
を
提

出
し
て
い
る
の
で
、

の
身
分
に
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
直
轄
州
県
の
「
百
姓
」
に
準
ず
る
身
分
に
あ
っ
た
と
見
て
良
い

で
あ
ろ
う
。
た
だ
単
な
る
「
百
姓
」
が
、
遠
距
離
に
わ
た
る

「
白
百
」

つ
ま
り

キ
ャ
ラ
ヴ
ア
ン
隊
を
組
む
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
が

こ
の
よ
う
な
庭

州
か
ら
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
よ
う
な
近
距
離
聞
を
往
来
し
て
交
易
す
る
分

に
は
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
を
越
え
る
よ
う
な
遠
距
離

「
百
姓
」
が
実
現
し
よ
う
と
思
え
ば
、
別
に
組
ま
れ

に
わ
た
る
移
動
を

て
い
る
官
私
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ア
ン
隊
に
従
者
(
作
人
)
と
し
て
雇
用
さ
れ
、

そ
れ
に
付
随
し
て
交
易
活
動
を
展
開
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
唐
支
配
下
の
宮
と
ソ
グ
ド
人

こ
う
し
た
唐
の
支
配
時
代
と
い
う
の
は
、

「
官
」
の
世
界
に
う
ま
く
取
り
入
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
が
、
ま
さ
に
ソ
グ
ド
人
た
ち
は
そ
う
し
た
世
界
に
も
浸
透
し
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
名
誉
称
号
的
な
官
を
除
く
と
、
ソ
グ
ド
人
た
ち
は
西

前
節
に
見
た
よ
う
に

「
血
(

州
都
督
府
に
お
い
て

(
公
)

づ
く
。
「
典
」
に
は
、
各
部
署
に
お
い
て
書
記
と
し
て
働
く
も
の
が
多

か
っ
た
が
、
こ
れ
は
直
轄
州
府
だ
け
で
な
く
覇
康
州
と
な
っ
て
い
た
周

辺
の
ト
ル
コ
系
部
落
に
も
配
置
さ
れ
て
い
た
。
実
際
に
、
天
山
北
方
ジ

ム
サ
近
く
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
処
月
部
落
に
典
が
置
か
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
、
こ
の
典
は
部
落
の
書
記
と
し
て
西
州
都
督
府
に
対
し

と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
気

トゥノレファンにおけるソグド人

て
文
書
用
の
紙
を
請
求
す
る
文
書
を
書
き
記
し
て
い
る
(
大
谷
五
八
四

(
お
)

O
号
文
書
)

C

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
部
落
の
典
は
、
唐
の

支
配
当
初
に
は
漢
文
で
は
な
く
ソ
グ
ド
文
で
官
文
書
を
作
成
し
て
い
た

ら
し
く
、
今
世
紀
に
な
っ
て
新
た
に
出
土
し
た
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
の
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な
か
に
、
同
じ
く
ト
ル
コ
系
部
落
で
轟
臨
時
州
府
と
な
っ
て
い
た
金
満
州

都
督
府
か
ら
西
州
都
督
府
に
宛
て
ら
れ
た
ソ
グ
ド
語
文
書
が
発
見
さ
れ

(
M
)
 

て
い
る
。
こ
の
文
書
に
は
、
ソ
グ
ド
語
本
文
に
漢
字
銘
文
の
官
印
が
捺

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
正
式
な
唐
の
官
文
書
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
西
州
都
督
府
に
ソ
グ
ド
語
官
文
書
を
受
け
取
っ
て

も
何
ら
支
障
な
い
体
制
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ

西
州
都
督
府
の
典
に
ソ
グ
ド
人
が
少
な
か
ら
ず
就
任
し
て
い
た
こ
と
の

意
味
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ま
で
唐
代
官
文
書
が

漢
語
・
漢
字
以
外
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ

こ
に
は
じ
め
て
胡
語
に
よ
る
唐
代
官
文
書
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

膚
と
い
う
国
家
を
理
解
す
る
う
え
で
、
こ
の
事
実
は
大
変
に
示
唆
深
い

も
の
が
あ
る
。

ま
た
こ
う
し
た
「
典
」
の
な
か
に
は
、
官
員
が
担
う
「
使
人
」
と
と

も
に
他
所
に
派
遣
さ
れ
、
使
い
に
出
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、

先
の
ソ
グ
ド
語
文
書
と
内
容
的
に
密
接
に
関
連
す
る
漢
文
文
書
は
、
龍

朔
年
間
(
六
六
一

1
六
六
三
年
)
に
発
生
し
た
カ
ル
ル
ク

OR--A部
落
の

故
地
送
還
に
関
わ
る
一
連
の
案
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

(
お
)

い
る
が
、
こ
の
間
題
処
理
に
あ
た
っ
て
、
現
場
と
な
っ
て
い
る
天
山
北

方
の
地
に
派
遣
さ
れ
、
処
理
の
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
収
集
す
る

(
お
)

役
割
を
担
っ
た
の
が
ソ
グ
ド
人
の
典
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
、
地
域
を

越
え
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
り
巡
ら
せ
て
い
た
ソ
グ
ド
人
た
ち
の

存
在
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
ソ
グ
ド
人
に
は
、
軍
人
や
別
是
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
い
た
。

別
奏
と
は
、
軍
鎮
の
「
子
総
管
」
以
上
の
高
官
に
仕
え
る
従
者
の
こ
と

(
幻
)

で
あ
り
、
「
六
典
』
巻
五
兵
部
郎
中
(
員
外
部
)
の
条
に
は
「
凡
諸
軍
鎮
，

大
使
副
使
己
上
(
下
)
，
皆
有
傭
人
別
奏
，
以
為
之
使
.
(
中
略
)
所
鋪

備
奏
，
皆
令
自
召
以
充
.
」
と
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
、
別
奏
と
は
備

人
と
と
も
に
軍
鎮
の
高
官
が
自
ら
召
し
抱
え
た
も
の
で
、
彼
ら
は
仕
え

る
主
人
の
た
め
に
使
い
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

う
し
た
別
奏
が
、
外
来
の
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
「
興
胡
」
と
一
緒
に
な
っ

て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
、
次
の
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

「
唐
開
元
二
十
一
年
(
七
三
一
二
)
西
州
都
督
府
岸
頭
府
界
都
遊
奔
所
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状
」
(
『
図
文
』
四
、
二
九
五
頁
)

前

略

172 171 

財
閥
刷
界
都
遊
奔
所

輿

胡

剥

剖

劇

作

人

剥

捌

矧

羊

或

伯

口

別

奏

剖

阿

対

作

人

絹

倒

鯛

瞳

両

頭

右
件
羊
牛
等
，
今
日
従
副
剥
路
来
，
今
随
状
送
者
.

剥
剖
劇
作
人
到
阿
溜
対

右
件
作
人
過
所
有
名
，
黙
身
不
到
者
.

牛
壷
頭

状
上
州

牛
陸
頭

176175 174 173 

馬
萱
疋
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右
件
牛
馬
見
在
，
過
所
上
有
験
，

A
7
随
状
送
者
.

以
前
得
遊
奔
主
帥
張
徳
質
状
栴
，
件
状
如
前
者
.
史
計
思
等

既
日
疋
興
拐
，

差
遊
奔
主
帥
張
徳
質
領
送
州
，
聴
裁
者
.
謹
録
上
.

状

前

.

謹

牒

.

白
日
ノ

勺
/

ハ
り

o
λ
U
 

O
A
U
 

(
定
果
毅
都
尉
劉
敬
)

問
遊
奔
都
巡
官
・
官
一
節
校
尉
・
前
右
果
毅
・
要
籍
撮
口
口

口
口
口
口
口
元

牒

男|件
廿

五如
月

日

典
倒
剥
倒
牒

f変

略

(
和
訳
)

(
交
河
県
)
岸
頭
府
管
内
の
都
遊
奔
所
が
、
状
を
も
っ
て
(
西
)
州
に

申
し
上
げ
ま
す
。

興
胡
の
史
計
思

牛
陸
頭

別
奏
の
石
阿
六

作
人
の
史
胡
然

櫨
両
頭 羊

或
伯
口

作
人
の
羅
伏
解

右
、
件
の
羊
牛
等
は
、
(
遊
奔
主
帥
の
張
徳
質
の
状
に
)
「
今
日
、

白
水
路
よ
り
来
ま
し
た
の
で
、
今
、
状
と
と
も
に
送
致
い
た
し

ま
す
」

と
あ
り
ま
す
。

史
計
思
の
作
人
の
安
阿
達
支

右
、
件
の
作
人
は
、
(
遊
奔
主
帥
の
張
徳
質
の
状
に
)
「
過
所
に
名

そ
の
存
在
を
点
検
し
た
と
こ
ろ
、
(
こ
こ
に

は
)
到
っ
て
い
ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
。

が
あ
る
も
の
の
、

牛
士
一
旦
頭

d馬

疋

右
、
件
の
牛
馬
は
、
(
遊
奔
主
帥
の
張
徳
質
の
状
に
)
「
現
に
い
る

も
の
の
、
過
所
に
は
載
せ
て
い
な
い
余
分
の
家
畜
で
す
。

A
7

状
と
と
も
に
送
致

νた
し
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。

(
遊
奔
都
巡
官
の
劉
敬
一
苅
の
判
、
す
な
わ
ち
)
「
前
に
掲
げ
た
も
の

は
、
遊
奔
主
帥
の
張
徳
質
の
状
を
得
る
に
、
『
件
の
状
は
、
前

の
如
し
』

t
あ
り
ま
す
。
史
計
思
等
は
、
興
胡
で
あ
る
か
ら
に

は
、
遊
奔
主
帥
の
張
徳
質
を
使
わ
し
て
、
(
こ
れ
ら
を
)
連
行
し

て
(
商
)
州
に
送
致
さ
せ
ま
す
。
ど
う
か
ご
裁
可
の
ほ
ど
を
」

0

謹
ん
で
録
し
て
申
し
上
げ
ま
す
。

牒
を
も
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。
件
の
状
は
、
前
の
如
く
で
す
。
謹

ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

トゥノレプアンにおけるソグド人

開
元
廿
一
年
二
月
六
日
、
典
の
何
承
仙
が
申
し
上
げ
ま
す
。

遊
奔
都
巡
官
・
官
一
節
校
尉
・
前
右
果
毅
・
要
籍
・
撮
左
果
毅
都

尉
の
劉
敬
元

本
文
書
は
、
交
河
県
の
岸
頭
府
管
内
に
置
か
れ
て
い
た
都
遊
奔
所
よ

り
西
州
府
に
上
し
た
状
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
興
胡
」
の
史
計
思
と
別

115 



奏
と
な
っ
て
い
た
石
阿
六
が
、
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

(
お
)

れ
る
。
ま
た
彼
ら
は
天
山
北
方
よ
り
「
白
水
路
」
に
沿
っ
て
西
州
府
に

入
っ
て
き
た
も
の
で
、
そ
の
途
次
、
遊
奔
主
帥
の
張
徳
質
に
捕
獲
さ
れ
、

そ
の
後
岸
頭
府
管
内
の
都
遊
奔
所
に
送
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
さ
ら
に
本
状
の
内
容
を
見
る
と
、
件
の
「
興
胡
」
が
西
州
府
に
送

致
さ
れ
た
の
は
、
過
所
の
記
載
内
容
が
不
備
で
あ
っ
た
た
め
と
い
う
よ

一
七
八

1
一
七
九
行
目
よ
り
、
そ
も
そ
も
「
興
胡
」
で
あ
る
こ

り
も

と
か
ら
西
州
府
で
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
読
み
と

の
史
計
思
は
自
ら
の
過
所
を
ま
だ

れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
興
胡
」

持
っ
て
お
ら
ず
、
別
奏
の
携
帯
す
る
過
所
で
移
動
し
て
い
た
可
能
性
は

官
向
い
。こ

の
よ
う
に
、
単
な
る
「
百
姓
」
「
行
客
」
で
は
な
く
、
官
や
軍
の

世
界
の
下
層
部
分
に
食
い
込
み
、
そ
こ
で
様
々
な
機
会
を
捉
え
て
移
動

し
、
外
来
商
人
と
も
協
力
し
な
が
ら
、
蓄
財
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。以

上
に
種
々
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
在
住
の
ソ
グ
ド
人

た
ち
は
、
唐
の
直
接
支
配
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
経
済
・

社
会
活
動
は
激
変
し
た
部
分
が
あ
っ
た
。
と
く
に
キ
ャ
ラ
、
グ
ア
ン
交
易

の
あ
り
方
は
「
官
」
が
主
導
す
る
か
た
ち
に
大
き
く
変
わ
っ
た
と
言
え

る
。
な
か
で
も
、
唐
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
含
む
中
央
ア
ジ
ア
に
対
す
る

支
配
は
、
主
要
オ
ア
シ
ス
に
駐
留
す
る
軍
隊
を
維
持
す
る
た
め
に
、
軍

需
物
資
と
し
て
絹
織
物
や
穀
物
な
ど
を
大
量
に
運
搬
さ
せ
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
た
め
に
頻
繁
に
官
営
輸
送
隊
あ
る
い
は
官
の
肩
代
わ
り
を
し

て
い
た
民
間
の
客
商
な
じ
に
よ
る
キ
ャ
ラ
ヴ
ア
ン
隊
が
中
央
ア
ジ
ア
を
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行
き
来
し
て
い
た
。
唐
の
支
配
以
前
に
は
、
西
突
一
欧
の
遊
牧
諸
集
団
や

オ
ア
シ
ス
国
家
が
派
遣
し
た
使
節
団
が
頻
繁
に
行
き
来
し
、
そ
れ
に
添

う
か
た
ち
で
個
々
の
商
人
た
ち
は
移
動
し
て
い
た
が
、
そ
の
使
節
団
が

唐
支
配
以
降
は
公
私
の
軍
需
物
資
輸
送
隊
に
替
わ
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
。

ま
さ
に
ソ
グ
ド
人
は
、
唐
の
下
層
と
は
一
言
え
官
界
に
食
い
込
み
、
そ
の

交
易
活
動
を
有
利
に
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
唐
代
に
花
聞

い
た
と
言
わ
れ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
交
易
と
い
う
も
の
の
、
こ
の
時
代
な

ら
で
は
の
実
態
が
う
か
が
え
る
。

略
号

『
新
獲
』
リ
栄
新
江
・
李
肖
・
孟
憲
実
主
編
『
新
獲
吐
魯
番
出
土
文
献
』

(
上
・
下
)
中
華
書
局
、
二

O
O八
年
。

『
図
文
』

H
唐
長
需
主
編
、
中
国
文
物
研
究
所
・
新
彊
維
吾
爾
自
治
区
博
物

館
・
武
漢
大
学
歴
史
系
編
「
吐
魯
番
出
土
文
書
』
全
四
巻
、
文
物
出
版
社
、

一
九
九
二

1
一
九
九
六
年
。

注(
1
)

町
田
隆
吉
「
中
国
古
代
仏
寺
称
謂
孜
|
|
洞
と
寺
」
(
『
国
際
学
レ

ヴ
ュ

l
』
一
三
号
、
二

O
O
一
年
)
二
九
四
五
頁
。

(
2
)

王
丁
「
南
太
后
考
|
|
吐
魯
番
出
土
北
涼
写
本
《
金
光
明
経
》
題
記

与
古
代
高
昌
及
其
枇
郷
地
区
的
那
那
信
仰
与
一
秋
教
遺
存
」
『
粟
特
人
在
中



(
中
華

国
ー
ー
歴
史
・
考
古
・
語
言
的
新
探
索
』
(
「
法
国
漢
学
』
十
輯
)

書
局
、
二
O
O
五
年
)
四
二
一
O
|
四
五
六
頁
。

(
3
)
栄
新
江
「
吐
魯
番
出
土
《
金
光
明
経
》
写
本
題
記
与
一
駄
教
初
伝
高
昌

問
題
」
(
『
西
域
文
史
』
第
二
輯
、
科
学
出
版
社
、
北
京
、
二
O
O
七
年
)
。

(
4
)
ト
ユ
ク
石
窟
寺
院
の
近
く
か
ら
は
、
一
秋
教
徒
ソ
グ
ド
人
が
使
っ
た

オ
ッ
ス
ア
リ
が
出
土
し
て
い
る
。
影
山
悦
子
「
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
出
土
の

オ
ツ
ス
ア
リ
(
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
納
骨
器
)
に
つ
い
て
」
(
『
オ
リ
エ

ン
ト
』
四
O
て
一
九
九
七
年
)
七
八
!
八
O
頁
。

(
5
)
高
昌
国
の
某
寺
が
月
ご
と
に
ま
と
め
た
穀
物
支
給
会
計
簿
。
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
、
ア
ス
タ
ー
ナ
古
墳
群
の
三
七
七
号
墓
よ
り
出
土
。
『
図
文
』
書
豆
、

四
O
O
l
四
O
五
頁
。

(
6
)
栄
新
江
「
仏
像
遼
是
萩
神
?
|
|
従
子
関
看
締
路
宗
教
的
混
同
形
態
」

(
『
九
州
学
林
』
一

v
i
l
-
-

二
、
二
O
O
三
年
)
九
三
一
ー
ー
一
一
五
頁
。

(
7
)
栄
新
江
前
掲
論
文
、
一
O
八
頁
。

(
8
)
吉
田
豊
「
ソ
グ
ド
語
資
料
か
ら
見
た
ソ
グ
ド
人
の
活
動
」
(
「
岩
波
講

座
世
界
歴
史
一
一
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
統
合
九
十
六
世
紀
』
岩
波
書
倍
、

一
九
九
七
年
)
二
二
七
二
四
八
頁
。

(
9
)
史
君
墓
か
ら
は
、
ソ
グ
ド
語
と
漢
語
の
パ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
墓
誌
が
出

土
し
て
い
る
。

HH
色
町
宮
〈
曲
目
田
野
白
血

E
F
H
H
o
g
g
H
H
(
o
e・)uhahεhssh

S
H

【

U
F
S
F
-
i白
H
岡
田

u
N
C
c
u
u
官
官
・
品
J
可
E
J
『
一

M
-

(ω)
栄
新
江
「
闘
氏
高
昌
王
国
与
柔
然
、
西
域
的
関
系
」
(
『
歴
史
研
究
』

二
O
O
七
l
二
)
四
一
一
凹
頁
(
再
録
、
孟
憲
実
、
栄
新
江
、
李
首
編

『
秩
序
与
生
活
一
中
古
時
期
的
吐
魯
番
社
会
』
(
二
O
一
一
年
)
三
二
九

i

三
四
四
頁
。

(
日
)
荒
川
正
晴
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
交
通
・
交
易
と
唐
帝
国
』
(
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
O
一
O
年
)
参
照
。
以
下
、
荒
川
[
二
O
一
O
]
t
略
称
。

(
ロ
)
呉
玉
貴
「
試
論
両
件
高
昌
供
食
文
書
」
(
『
中
国
史
研
究
』
一
九
九
O

ー
一
)
七
O
|
八
O
頁
の
推
算
に
ほ
ぼ
近
い
。
ま
た
彼
は
随
行
人
も
合
わ

せ
た
使
節
の
年
間
人
員
は
、
四
八
三
六
人
に
達
す
る
と
推
測
す
る
。

(
日
)
当
時
、
大
・
小
可
汗
の
区
別
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
瞭

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
こ
れ
ま
で
通
り
区
別
し
て
お
く
。

(
凶
)
突
阪
に
出
嫁
し
た
第
六
代
王
の
麹
宝
茂
の
娘
(
高
昌
公
主
)
の
子
供

(
外
甥
提
鞍
)
と
言
わ
れ
る
。

(
行
)
護
雅
夫
『
古
代
ト
ル
コ
民
族
史
研
究
I
』
(
山
川
出
版
社
、
一
九
六
七

年
)
二
七
一
二
七
七
頁
。

(
凶
)
呉
玉
貴
「
高
昌
供
食
文
書
中
的
突
欧
」
(
『
西
北
民
族
史
研
究
』
一
、

一
九
九
一
年
)
五
七
五
九
頁
。

(η)
荒
川
〔
二
O
一
O
]
五
一
頁
。

(
同
日
)
荒
川
[
二
O
一
O
]
五
五
五
七
貰
。

(
m
w
)

荒
川
正
晴
「
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
「
麹
氏
高
昌
国
時
代
ソ
グ
ド
文
女

奴
隷
売
買
文
書
」
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』

五
、
一
九
八
九
年
)
一
五
O
|
一
五
一
頁
。

(
却
)
た
だ
し
、
こ
の
過
所
は
彼
の
本
貫
地
で
あ
る
西
州
都
督
府
が
発
給
し
た

そ
れ
で
は
な
く
、
彼
が
河
西
の
瓜
州
都
督
府
に
来
て
交
易
を
し
、
今
度
は

瓜
州
府
か
ら
安
商
(
ク
チ
ヤ
)
に
行
く
た
め
に
、
瓜
州
府
よ
り
改
め
て
取

得
し
た
過
所
の
実
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
は
し
な
い
が
、
彼
は

西
州
府
よ
り
瓜
州
府
に
行
く
た
め
の
西
州
府
発
給
の
過
所
を
携
帯
し
て
い

た
は
ず
で
あ
り
、
瓜
州
府
に
対
し
て
過
所
を
改
め
て
申
請
す
る
に
あ
た
り
、

必
ず
そ
の
西
州
府
発
給
の
過
所
を
一
緒
に
官
衝
に
提
出
し
た
は
ず
で
あ
る
。

(
幻
)
行
牒
・
州
牒
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
後
に
述
べ

る
簡
便
な
か
た
ち
で
の
通
行
証
を
含
め
て
、
公
験
と
総
称
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
公
験
と
は
証
明
書
一
般
を
指
す
語

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
言
う
公
験
と
は
、
通
行
の
許
可
証
明
書

に
つ
い
て
限
定
的
に
指
す
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。

(
勾
)
荒
川
正
晴
「
唐
代
天
山
東
部
州
府
の
典
と
ソ
グ
ド
人
」
森
安
孝
夫
編

『
ソ
グ
ド
か
ら
ワ
イ
グ
ル
へ
|
|
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
東
部
の
民
族
と
文
化
の
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交
流
』
(
汲
古
書
院
、
二

O
一
一
年
)
五
八
五
九
頁
。

(
幻
)
内
藤
乾
吉
「
西
域
発
見
唐
代
官
文
章
聞
の
研
究
」
(
『
中
国
法
制
史
考
証
』

有
斐
閣
)
二

O
六

二

O
七
頁
。

(
M
A
)

吐
魯
番
地
区
文
物
局
「
吐
魯
番
巴
達
木
墓
地
清
理
筒
報
」
(
『
吐
魯
番

学
研
究
』
二
二
、
二

O
O六
年
)
四

O

四
一
頁
、
吉
田
豊
「
ソ
グ
ド
人

と
ト
ル
コ
人
の
関
係
に
つ
い
て
の
ソ
グ
ド
語
資
料
2
件
」
(
『
西
南
ア
ジ
ア

研
究
』
六
七
、
二

O
O七
年
)
四
九
五
二
頁
。

(
お
)
栄
新
江
(
西
村
陽
子
訳
)
「
新
出
吐
魯
番
文
書
に
見
え
る
唐
龍
朔
年
間

の
寄
遜
禄
部
落
破
散
問
題
」
(
『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
二
二
、
二

O

O
八
年
)
一
五
一
一
八
五
頁
[
原
載
一
「
新
出
吐
魯
番
文
書
所
見
唐
龍

朔
年
間
寄
遜
禄
部
落
破
散
問
題
」
『
西
域
歴
史
語
一
言
研
究
集
刊
』
一
、
北

京
、
科
学
出
版
社
、
二

O
O七
年
、
二
二
四
四
頁
]
。

(
お
)
注
却
拙
稿
、
五
四
|
五
七
頁
。

(
幻
)
孫
継
民
氏
に
よ
れ
ば
、
僚
人
・
別
奏
は
健
児
よ
り
も
地
位
が
高
く
、

さ
ら
に
別
奏
は
僚
人
よ
り
も
地
位
が
上
で
あ
っ
た
と
い
う
。
孫
継
民
『
唐

代
瀦
海
軍
文
書
研
究
』
(
甘
粛
文
化
出
版
社
、
二

O
O
二
年
)
七
二
頁
。

(
お
)
白
水
路
と
は
、
「
西
州
図
経
」
(
河
二

O
O九
)
に
見
え
る
白
水
澗
道

の
こ
と
と
見
ら
れ
、
現
在
の
ウ
ル
ム
チ
か
ら
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
通
ず
る

ル
l
ト
を
指
す

0
2・
松
田
寿
男
『
古
代
天
山
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
増

補
版
』
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七

O
年
)
一
一
二
l
i
t
-

一
一
一
一
一
頁
、

厳
耕
望
『
唐
代
交
通
図
考
』
二
(
河
隣
積
西
区
)
一
九
八
五
年
、
六

O
二
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